
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に

関する法律第１３条第１項に基づく拡散防止措置の確認について

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第１３条第１

項に基づき、申請があった遺伝子組換え微生物の第二種使用等拡散防止措置について、薬事

・食品衛生審議会生物由来技術部会動物用組換え DNA 技術応用医薬品調査会の審議を経て、

平成２１年１１月９日付けで、１件について申請のとおり、遺伝子組換え微生物に応じて執

るべき拡散防止措置の内容について確認しました。

申請に基づく確認の概要は、以下のとおりです。



申請に基づく拡散防止措置の確認の概要

○第二種使用等 １件

遺伝子組
事 業 者 名 遺伝子組換え生物等の種類の名称 換え生物 利用目的 確 認 日

等の区分

財団法人 化学及血 ボルデテラ・ブロンキセプチカ由来 GILSP 産業利用 平成２１年１１月９日

清療法研究所 無毒変異型皮膚壊死毒素遺伝子（mdn

t）導入大腸菌BT5 株（識別記号266）

注）遺伝子組換え生物等の区分
GILSP ：特殊な培養条件下以外では増殖が制限され、病原性がないこと等のため、最小限の拡散

防止措置を執ることにより使用等をすることができるもの。
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